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気象庁と国土交通省は 14 日、危険な大雨などの際に早期に避難してもらうため、新たな

防災気象情報を 5月 29 日から提供されます。大雨や河川氾濫など 4種類の災害につい

て、新設の「危険警報」を含む 5段階の警戒レベルに統一されました。 

 

本校の気象警報発令時の対応につきましては、以下のように変更させていただきます。 

 

本校の対応については 

西宮市に｢レベル３大雨警報｣｢レベル３氾濫洪水警報｣｢暴風｣｢大雪｣｢暴風雪｣の警報及び特

別警報、「津波」「大津波」の警報が発表された場合 

（1）  ７時 00 分現在、警報発表継続 → 自宅待機 

（2） 10 時 00 分現在、警報解除 → 午後の授業を行う 

（3） 10 時 00 分現在、警報発表継続 → 臨時休校 

 

２ 定期考査期間中に上記の警報が発表された場合 

（1）  7 時 00分現在、警報発表継続 → 臨時休校 

（2）  臨時休校になった場合は、当該考査は考査最終日の翌授業日に実施する。 

 

● 西宮市以外から登校する生徒で、自分の居住する市町域ならびに通学経路にあたる

市町域に警報が発表されている場合は、上記の基準を準用する。 

 

● ７時以降に上記の警報が発表された場合は、生徒の安全を考慮して対応する。 

 

 

 

   の文言が変更されました。生徒手帳 P13も上記の文言に修正願います。 


